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⑴ 電子情報処理組織（ｅ－Ｔａｘ）による申告 

  特定法人である内国法人の法人税及び地方法人税の申告については、中間申告書若しくは確定申

告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書（以下「納税申告書」といいます。）に記載すべきも

のとされている事項（以下「申告書記載事項」といいます。）又は納税申告書に添付すべきものとさ

れている書類（以下「添付書類」といいます。）に記載すべきものとされ、若しくは記載されている

事項（以下「添付書類記載事項」といいます。）をあらかじめ税務署長に届け出て（注）行う電子情報

処理組織を使用する方法により提供することにより行わなければならないこととされました。この

改正により、特定法人である内国法人の法人税及び地方法人税の申告については、原則として、納

税申告書を書面により提出することができないこととされました。ただし、それらの申告のうち添

付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディ

スクを提出する方法により行うことができます（法 75 の３①、地方法 19 の２①、法規 36 の３の２

⑤、地方規８⑤）。 

  また、これらの方法により行われた申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書に

より、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、法

人税法、地方法人税法及び国税通則法その他の法人税及び地方法人税の申告に関する法令の規定を

適用することとされました（法 75 の３③、地方法 19 の２③）。 

 （注） 特定法人である内国法人が電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供しよ

うとする場合における届出その他の手続については、その届出を行おうとする法人の名称、住所及び法人番

号等の事項をあらかじめ税務署長に届け出るなど国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する省令第４条の規定の例によるものとされ、同条第１項の届出は、内国法人（受託法人を除きま

す。）が次表に掲げる法人に該当する場合には、次表に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次表に掲げる届出期

間内に行わなければならないこととされました（法規 36 の３の２①②、地方規８①②）。 

法 人 届 出 期 間 

① 資本金の額又は出資金の額が１億円を超えることとなった法人  

（②に掲げる法人を除きます。） 

その超えることとなった日から

１月 

② 新たに設立されたその設立の時における資本金の額又は出資金の

額が１億円を超える法人（公益法人等を除きます。） 

その設立の日から２月 ③ 新たに設立された保険業法に規定する相互会社 

④ 新たに設立された投資法人 

⑤ 新たに設立された特定目的会社 

⑥ 新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資

本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人 
その開始した日から２月 

⑦ 公益法人等（収益事業を行っていないものに限ります。）に該当し

ていた協同組合等のその協同組合等に該当することとなった時にお

ける出資金の額が１億円を超える場合におけるその協同組合等 

その該当することとなった日か

ら２月 

  

⑵ 特定法人 

  特定法人とは、次のイからニまでに掲げる法人（人格のない社団等及び受託法人を除きます。）を

いいます（法３、75 の３②、地方法３、19 の２②、法令 14 の 10⑥、地方令２②）。 

 イ 事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人 

 ロ 保険業法に規定する相互会社 

 ハ 投資法人（上記イに掲げる法人を除きます。） 

 ニ 特定目的会社（上記イに掲げる法人を除きます。） 

Ⅵ その他の改正 

１ 電子情報処理組織（ｅ－Ｔａｘ）による申告の特例制度の創設 

〔創設された制度の概要〕 



- 47 - 

⑶ 電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例 

  特定法人である内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により、電子情報処理組織

を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、上記⑴を適用しないで書面により納税申

告書を提出することができる場合において、上記⑴を適用しないで書面により納税申告書を提出す

ることについて税務署長の承認を受けたときは、その税務署長が指定する期間内に行う申告につい

て書面により提出することができることとされました（法 75 の４①、地方法 19 の３）。 

 なお、この特例の承認を受けようとする内国法人は、この特例の適用を受けることが必要となっ

た事情、この指定を受けようとする期間等を記載した申請書に一定の書類を添付して、その指定を

受けようとする期間の開始の日の 15 日前までに、税務署長に提出しなければならないこととされ、

電気通信回線の故障、災害その他の理由が生じた日が確定申告書の提出期限の 15 日前の日以後で

ある場合において、その提出期限がその指定を受けようとする期間内の日であるときは、その期間

の開始の日までに、その申請書を税務署長に提出しなければならないこととされました（法 75 の４

②、地方法 19 の３）。 

 この特例を適用するためには、その申請書が申請書の提出期限までに税務署へ到達する必要があ

ります（平 18 国税庁告示第７号）。 

 

 

 

⑷ 租税特別措置法等の規定の適用を受ける場合の申告の特例 

  特定法人である内国法人が、租税特別措置法等の法人税法の特例その他法人税又は地方法人税に

関する特例を定めている一定の規定の適用を受ける場合の申告については、それらの規定による添

申請書提出期限

故障発生

申告期限

指定又は却下の通知が

ない場合⇒みなし承認

申告期限の15日前の日

決算日

＜3月決算法人で5/15以前に故障が発生＞

期間開始の日の

15日前

4/283/31 5/9 5/16 5/25

申告期限

申告期限の15日前の日

決算日

＜3月決算法人で5/16以後に故障が発生＞

3/31 5/16

5/31

書面申告可能期間

５/９までに申請書を提出 書面申告可能期間

5/31

指定を受けようとする

期間の開始の日

指定を受けようとする

期間の開始の日

この期間に申請書を提出

この期間に故障が発生した場合・・・

申告期限（5/31）以前の日で指定を受けようと

する期間の開始の日までに申請書の提出が必要

指定又は却下の通知が

ない場合⇒みなし承認

【前提】

・ 故障発生：4/28

・ 指定を受けようとする期間の開始の日：5/25

5/20

【前提】

・ 故障発生：5/20
・ 指定を受けようとする期間の開始の日：5/25

故障発生

5/25

≪イメージ図≫ 
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付書類記載事項が記載された添付書類を、上記⑴の添付書類記載事項が記載された添付書類と同様

に電子情報処理組織を使用する方法により提供すること又は添付書類記載事項を記録した光ディス

ク、磁気テープ若しくは磁気ディスクを提出する方法により行うこととされました（措法 68 の４、

震災特例法 22 の２、租特透明化法３④）。 

 

《連結納税制度》 

連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています（法 81 の 24 の２、81 の 24 の３

、措法 68 の 112、震災特例法 30 の２）。 

 

◆ 本制度のご利用に当たっては、国税庁ホームページの次のＵＲＬ（平成 30 年４月 27 日現在）も

ご覧ください。 

  http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm 

 

〔適用時期〕 

平成 32 年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます（改正法附則１七イ・

ロ・ホ～ト、31、36、42①、102、117、123、124②④）。 

 

 

 

 

⑴ 組織再編税制に関する適格要件について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

組織再編税制に関する

適格要件の見直し（法２十

二の八ロ・十二の十一ロ・

十二の十四ロ・十二の十七

ロ・十二の十八ロ、法令４

の３④三・四・⑧四・五・

⑮四・五・⑳三・四・㉔三・

四、改正法附則20、改正法

令附則３） 

 

 

 

（法令４の３②二・⑥一ロ・

ニ・二イ～ニ・⑬一イ・ハ・

二イ～ハ・⑱一・二イ・ロ・

ニ・㉑一～三・五・㉒、改

正法令附則３） 

 

 

（法令４の３②二ロ・⑥二

イ⑵・⑱二、改正法令附則

３） 

 

（法令４の３④五・⑧六イ・

ロ・⑳五、法規３の２、改

正法令附則３） 

 

○ 組織再編税制に関する適格要件について、次のとおり見直し

が行われました。 

イ 従業者従事要件及び事業継続要件について、合併法人、分

割承継法人、被現物出資法人、株式交換等完全子法人及び株

式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人を含め

て判定することとされました。 

  また、組織再編成の後に適格合併を行うことが見込まれ

ている場合には、その適格合併に係る合併法人との間に完

全支配関係がある法人を含めて判定することとされまし

た。 

 

 

ロ 完全支配関係の継続要件について、合併、分割、現物出資、

株式交換及び株式移転の後に適格株式分配が見込まれてい

る場合には、その適格株式分配の直前まで完全支配関係が

継続することが見込まれていることとされました。 

 

 

ハ 無対価の組織再編成の適格類型の見直し等 

(ｲ) 無対価の合併、分割型分割及び株式交換について、対価

の交付が省略されたと認められる適格となり得る類型と

して株主構成が等しい法人間の関係が追加されました。 

 

(ﾛ) 共同事業を行うための無対価の合併、分割型分割及び

株式交換（支配株主がいる場合に限ります。）並びに分社

型分割が行われた場合の株式継続保有要件について、株

式の交付を受けたものとみなされる一定の数を継続して

保有されることが見込まれていることとされました。 

 

 

 

平30.４.１以後に行わ

れる合併、分割、現物出

資、株式交換等及び株

式移転について適用さ

れ、同日前に行われた

合併、分割、現物出資、

株式交換等及び株式移

転については、従来ど

おり適用されます。 

 

同 上 

 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

同 上 

 

⑵ 上記⑴ハの対価の交付が省略されたと認められる組織再編成に関連する規定について、次の所要

の整備が行われました。 

２ 組織再編税制に関する適格要件の見直し等 

http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

イ 配当等の額とみなす

金額（法24③、法令22の

２①②、23⑥⑦、改正法

附則22） 

○ 無対価の非適格合併及び非適格分割型分割のうち、対価の交

付が省略されたと認められるものについて、被合併法人又は分

割法人の株主等は、対価として合併法人又は分割承継法人の株

式の交付を受けたものとみなして、配当等の額とみなす金額を

計算することとされました。 

 

平30.４.１以後に行わ

れる合併及び分割型分

割について適用されま

す。 

ロ 有価証券の譲渡益又

は譲渡損の益金又は損

金算入（法61の２②、法

令119の７の２②、改正

法附則26） 

 

 

 （法61の２⑨、法令119の

７の２⑤、改正法附則

26） 

  

 

 

 

（法令119①十、改正法令

附則10①） 

○ 無対価の非適格合併で対価の交付が省略されたと認められ

るものについて、旧株の譲渡対価の額は、その合併の直前の帳

簿価額であることが明確化されました。 

 

 

 

 

○ 無対価の非適格株式交換で対価の交付が省略されたと認め

られるものについて、旧株の譲渡対価の額は、その株式交換の

直前の帳簿価額であることが明確化されました。 

 

 

 

 

○ 株式交換の直前に完全支配関係があった法人間の無対価の

非適格株式交換で対価の交付が省略されたと認められるもの

について、株式交換完全親法人が取得する株式交換完全子法人

の株式の取得価額は、適格株式交換等の場合と同様に計算する

ことが明確化されました。 

 

平30.４.１以後に行わ

れる合併について適用

され、同日前に行われ

た合併については、従

来どおり適用されま

す。 

 

平30.４.１以後に行わ

れる株式交換について

適用され、同日前に行

われた株式交換につい

ては、従来どおり適用

されます。 

 

平30.４.１以後に行わ

れる適格株式交換等に

ついて適用され、同日

前に行われた適格株式

交換等については、従

来どおり適用されま

す。 

 

ハ 移動平均法を適用す

る有価証券について評

価換え等があった場合

の一単位当たりの帳簿

価額の算出の特例（法令

119の３⑩～⑬⑮、改正

法令附則10②） 

○ 無対価の非適格合併等で対価の交付が省略されたと認めら

れるものに係る合併法人等の株式の帳簿価額について、その非

適格合併等が行われる直前の帳簿価額を基礎として計算した

金額により帳簿価額の修正を行うこととされました。 

平30.４.１以後に行わ

れる合併、分割型分割、

分社型分割及び株式交

換について適用され、

同日前に行われた合

併、分割型分割、分社型

分割及び株式交換につ

いては、従来どおり適

用されます。 

 

ニ 合併及び分割による

資産等の時価による譲

渡（法62①、法令122の

15、改正法附則27） 

○ 無対価の合併及び分割型分割で対価の交付が省略されたと

認められるものについて、合併又は分割により資産又は負債の

移転をした内国法人は、合併法人又は分割承継法人から合併法

人の株式又は分割承継法人の株式をその時の価額により取得

し、直ちにこれを株主等に交付したものとされました。 

平30.４.１以後に行わ

れる合併及び分割につ

いて適用され、同日前

に行われた合併及び分

割については、従来ど

おり適用されます。 

 

ホ 非適格合併等により

移転を受ける資産等に

係る調整勘定の損金算

入等（法62の８⑫、法令

123の10⑮、法規27の16

②③、改正法令附則12） 

 

○ 内国法人が非適格合併等により被合併法人等から資産又は

負債の移転を受けた場合において、その内国法人の株式その他

の資産を交付しなかったときにおける、その非適格合併等に係

る資産調整勘定及び差額負債調整勘定の金額の計算方法が定

められました。 

 

 

平30.４.１以後に行わ

れる非適格合併等につ

いて適用されます。 

 

へ 資本金等の額（法令８

①五～七・十、改正法令

附則５①②） 

 

 

○ 資本金等の額について、次のとおり見直しが行われました。 

 (イ) 無対価の非適格合併、非適格分割型分割、非適格分社型分

割で対価の交付が省略されたと認められるものについて、移

転を受けた資産の価額から移転を受けた負債の価額を控除

した金額を純資産価額として、増加する資本金等の額を計算

 

平 30.４ .１以後に合

併、分割型分割、分社型

分割又は株式交換を行

う場合について適用さ
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

 

 

 

 

 

 

 （法令８①二十一、改正

法令附則５①②） 

 

 

 

 

 

 

（法令８③④、改正法令

附則５③） 

 

することとされました。 

また、無対価の非適格株式交換で、増加する資本金等の額

を移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額とす

るものは、対価の交付が省略されたと認められるものである

こととされました。 

 

(ロ) 金銭その他の資産を交付しない次の自己の株式の取得に

ついて、その取得のために通常要する価額をもって資本金

等の額を減少することが明確化されました。 

Ａ 合併による合併法人からの取得 

Ｂ 分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得 

Ｃ 適格分割に該当しない無対価分割による取得 

  Ｄ 現物分配による現物分配法人からの取得 

 

(ハ) ２以上の種類の株式を発行している法人の組織再編成が 

行われた場合の資本金等の額について、所要の整備が行わ

れました。 

 

れ、同日前に合併、分割

型分割、分社型分割又

は株式交換を行った場

合については、従来ど

おり適用されます。 

 

平30.４.１以後に自己

の株式の取得を行う場

合について適用され、

同日前に自己の株式の

取得を行った場合につ

いては、従来どおり適

用されます。 

 

平30.４.１以後に行わ

れる合併等について適

用され、同日前に行わ

れた合併等又は無対価

適格合併等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

 

 

 

 

○ その他、法人税等に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

⑴ 連結納税の承認の申

請（旧法４の３⑫、旧法

令14の７①、改正法附則

１五イ、改正法令附則１

二、６①） 

 

 （法令14の７③、旧法令

14の７④、改正法令附則

１二、６②） 

○ 連結親法人となる法人が連結納税の承認の申請書を提出し

た場合に、他の内国法人（連結子法人となる法人）が税務署長

に提出することとされている連結納税の承認の申請書を提出

した旨の届出書について、その提出が不要とされました。 

   

 

○ 他の内国法人（連結子法人となる法人）が連結親法人等との

間に完全支配関係を有することとなった場合に、他の内国法人

が税務署長に提出することとされている完全支配関係を有す

ることとなった旨等を記載した書類について、その提出が不要

とされました。 

  

 

 

 

平31.４.１前に他の内

国法人が申請書を提出

した場合における届出

については、従来どお

り適用されます。 

 

他の内国法人が平31.

４.１以後に連結親法

人又は内国法人との間

に完全支配関係を有す

ることとなる場合にお

ける書類の提出につい

て適用され、他の内国

法人が同日前に連結親

法人又は内国法人との

間に完全支配関係を有

することとなった場合

における書類の提出に

おける届出について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

⑵ 連結納税の承認の取

消しの手続等（旧法令14

の９②、改正法令附則１

二、７） 

 

○ 連結子法人が連結親法人等との間に完全支配関係を有しな

くなったこと等の事由が生じた場合に、連結子法人が税務署長

に提出することとされている連結完全支配関係等を有しなく

なった旨を記載した書類について、その提出が不要とされまし

た。 

平31.４.１以後に事由

が生ずる場合における

書類の提出について適

用され、同日前に事由

が生じた場合における

書類の提出について

３ その他 



- 51 - 

改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

⑶ 公益の増進に著しく

寄与する法人の範囲（法

令77一の二、改正法令附

則８、地方独立行政法人

法21六、地方独立行政法

人法施行令６一） 

○ 特定公益増進法人の範囲に、申請等関係事務の処理業務（市

区町村の窓口関連業務）並びに介護医療院の設置及び管理業務

を行う地方独立行政法人が追加されました。 

平30.４.１以後に支出

する寄附金について適

用され、同日前に支出

した寄附金について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

⑷ 法人税額等の損金不

算入（法38②一、改正法

附則１） 

 

○ 相続税法第66条の２((特定の一般社団法人等に対する課税))

の規定により特定一般社団法人等が納付することとなる相続

税の額について、損金の額に算入しないこととされました。 

平30.４.１から適用さ

れます。 

 

⑸ 交換により取得した

資産の圧縮額の損金算

入（法50①一、改正法附

則１十ロ、24） 

○ 対象となる固定資産について、農地法の規定により農作物の

栽培を耕作に該当するものとみなして適用する農地の上に存

する農作物の栽培に関する権利が追加されました。 

農業経営基盤強化促進

法等の一部を改正する

法律（平30.４.27現在

審議中）の施行の日以

後に行う交換について

適用され、同日前に行

った交換については、

従来どおり適用されま

す。 

 

⑹ 繰延ヘッジ処理にお

ける特別な有効性判定

方法等（法令121の４①

②、改正法令附則11） 

○ ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請に

ついて、次のとおり見直しが行われました。 

 イ 申請期限が、適用を受けようとする最初の事業年度の申告

書の提出期限の３月前の日とされました。 

 ロ 記載事項に、次の事項が追加されました。 

(イ) 適用を受けようとする最初の事業年度 

(ロ) 適用を受けようとする最初の事業年度がデリバティブ

取引等を行った事業年度でない場合にはその事業年度に

おいて承認を受けなかった理由 

 ハ 承認申請書に記載された適用を受けようとする最初の事

業年度から適用することとされました。 

 

平30.４.１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用され、

同日前に開始した事業

年度分の法人税につい

ては、従来どおり適用

されます。 

 

⑺ 時価ヘッジ処理にお

ける特別な有効性判定

方法等（法令121の10①

②、法規27の９⑥、改正

法令附則11） 

 

○ 上記⑹と同様の改正が行われました。 上記⑹の適用時期等と

同じとなります。 

 

⑻ 確定給付企業年金等

の掛金（法令135四、法規

27の20②二、改正法規附

則１一） 

 

○ 損金の額に算入される確定給付企業年金等の掛金について、

次の掛金が追加されました。 

イ 確定拠出年金法の中小事業主掛金納付制度により中小事

業主が個人型確定拠出年金に加入している従業員のために

拠出限度額の範囲内で拠出した掛金 

ロ 確定給付企業年金に係る規約に基づいて加入者であった

者のために支出した独立行政法人勤労者退職金共済機構へ

の移換に係る掛金 

 

平30.５.１から適用さ

れます。 

⑼ 資産に係る控除対象

外消費税額等の損金算

入（法令139の４⑥、改正

法令附則１六イ、14①） 

 

○ 課税仕入れ等が軽減税率の対象資産の課税仕入れ等である

場合の地方消費税の額に相当する金額について、その地方消費

税を税率が1.76％の消費税であると仮定して計算した金額と

することとされました。 

 

平35.10.１以後に行う

課税仕入れ及び保税地

域から引き取る課税貨

物について適用され、

同日前に行った課税仕
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 （法令139の４⑥、改正法

令附則１三、14②） 

 

 

 

 

 （法令139の４⑥、改正法

令附則１六イ、14③④） 

 

 

 

 

 

○ 平成31年10月１日から平成35年９月30日までの間に行う課

税仕入れ等に係る地方消費税の額に相当する金額について、31

年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合等に該当する

ものである場合には、その地方消費税を税率が1.76％の消費税

であると仮定して計算した金額とすることとされました。 

 

○ 平成35年10月１日から平成41年９月30日までの間に適格請

求書発行事業者以外の者（免税事業者）から行う課税仕入れに

係る控除対象外消費税額等について、その課税仕入れの支払対

価の額に係る消費税額相当額を平成35年10月１日から平成38

年９月30日までの間は80％を乗じた額と、平成38年10月１日か

ら平成41年９月30日までの間は50％を乗じた額とみなす経過

措置に伴う所要の整備等が行われました。 

 

入れ及び保税地域から

引き取った課税貨物に

ついては、従来どおり

適用されます。 

 

平31.10.１から適用さ

れます。 

 

 

 

 

平35.10.１から適用さ

れます。 

 

⑽ 個別帰属額等の届出

（法81の25②、改正法附

則37①） 

 

 

 

 （法81の25③④、改正法

附則37②） 

 

○ 連結親法人が、電子情報処理組織を使用する方法による申告

を行った場合において、電子情報処理組織を使用する方法又は

光ディスク等を提出する方法により連結子法人の個別帰属額

等を提供した場合には、「連結子法人の個別帰属額等の届出書」

の提出が不要とされました。 

 

○ 連結子法人の「個別帰属額等に異動があった場合の届出書」

の提出について、修正申告書の提出により個別帰属額等の異動

があった場合のみ（更正により異動があった場合は不要）とさ

れました。 

  なお、個別帰属額等の異動があった場合に、連結親法人が、

電子情報処理組織を使用する方法による修正申告を行った場

合において、電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク

等を提出する方法により連結子法人の個別帰属額等を提供し

たときにも、「連結子法人の個別帰属額等の届出書」の提出が

不要とされました。 

 

平32.４.１以後に終了

する連結事業年度に係

る個別帰属額等を記載

した書類について適用

されます。 

 

平32.４.１以後に個別

帰属額等に異動があっ

た場合におけるその異

動に係る書類について

適用され、同日前に個

別帰属額等に異動があ

った場合におけるその

異動に係る書類につい

ては、従来どおり適用

されます。 

⑾ 代表者等の自署押印

（旧法151、改正法附則41

②） 

 

 

○ 内国法人が法人税申告書等を提出する場合における自署押

印制度は、廃止されました。 

平30.４.１前に終了し
た事業年度の確定申告
書及び同日前に納税義
務が成立した中間申告
書に係る法人税の中間
申告書並びにこれらの
申告書に係る修正申告
書で同日前に提出した
ものに係る自署及び押
印については、従来ど
おり適用されます。 

 

⑿ 代表者等の自署押印

義務違反に係る罰則（旧

法161） 

 

○ 本制度は、廃止されました。 

 

同 上 

⒀ 公共法人の範囲（法別

表第一、改正法附則１十

二ロ） 

 

○ 地方税法の改正に伴い、同法に基づき設立される地方税共同

機構が公共法人に追加されました。 

 

平31.４.１から適用さ

れます。 

⒁ 代表者等の自署押印

（旧地方法30、改正法附

○ 内国法人が地方法人税申告書等を提出する場合における自

署押印制度は、廃止されました。 

平30.４.１前に終了し

た課税事業年度の地方
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

則42③） 法人税確定申告書及び

同日前に納税義務が成

立した地方法人税中間

申告書に係る地方法人

税の地方法人税中間申

告書並びにこれらの申

告書に係る修正申告書

で同日前に提出したも

のに係る自署及び押印

については、従来どお

り適用されます。 

 

⒂ 代表者等の自署押印

義務違反に係る罰則（旧

地方法35） 

 

○ 本制度は、廃止されました。 

 

同 上 

 

⒃ 国家戦略特別区域に

おける指定法人の課税

の特例（措法61①、68の

63の２①） 

 

○ 適用期限が平成32年３月31日まで２年延長されました。 

 

― 

⒄ 交際費等の損金不算

入（措法61の４①、68の

66①） 

 

○ 適用期限が平成32年３月31日まで２年延長されました。 

 

― 

⒅ 技術研究組合の所得

の計算の特例（措法66の

10①、68の94①） 

 

○ 適用期限が平成33年３月31日まで３年延長されました。 

 

― 

⒆ 中小企業者の欠損金

等以外の欠損金の繰戻

しによる還付の不適用

（措法66の13①②、68の

98①②） 

 

○ 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制

度の不適用措置及び設備廃棄等欠損金額の特例について、その

適用期限が平成32年３月31日まで２年延長されました。 

― 

⒇ 特定の医療法人の法

人税率の特例（措令39の

25①五、措規22の15①、

改正措令附則31） 

 

 

 

 

 

 

（措令39の25③三） 

 

○ 承認要件について、その経理に関し次の基準に適合している

こととする要件が追加されました。 

 イ 青色申告法人の帳簿書類の保存に準じて、帳簿書類を備え

付けてこれにその取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存

していること。 

 ロ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがある

ことその他不適切な経理が行われていないこと。 

 

 

 

○ 承認に係る申請書の添付書類に、上記追加要件を満たすこと

を説明する書類が追加されました。 

 

平30.４.１以後に開始

する事業年度に係る承

認又は承認の取消しに

ついて適用され、同日

前に開始した事業年度

に係る承認又は承認の

取消しについては、従

来どおり適用されま

す。 

 

― 

 

(21) 中小企業者等の少額

減価償却資産の取得価

額の損金算入の特例（措

法67の５①、68の102の

２①、改正法附則１五

ロ、29改正法附則62①、

75③） 

 

○ 適用対象から、中小企業者のうち適用除外事業者（４ページ

Ⅰ１〔改正の内容〕⑵の（注１）参照）に該当するものが除外

されました。 

 

 

 

 

 

平31.４.１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用され、

同日前に開始した事業

年度分の法人税につい

ては、従来どおり適用

されます。 
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 （措法67の５①、68の102

の２①） 

 

○ 適用期限が平成32年３月31日まで２年延長されました。 

 

― 

(22) 代表者等の自署押印

（旧復興財源確保法60、

改正法附則126③） 

○ 内国法人が復興特別法人税申告書等を提出する場合におけ

る自署押印制度は、廃止されました。 

平30.４.１前に終了し

た課税事業年度の復興

特別法人税申告書及び

この申告書に係る修正

申告書で同日前に提出

したものに係る自署及

び押印については、従

来どおり適用されま

す。 

 

(23) 代表者等の自署押印

規定義務違反に係る罰

則（旧復興財源確保法

66） 

 

○ 本制度は、廃止されました。 同 上 

 

 


